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厚生労働省資料 

  



判決・決定

＜出所･出院後＞

・担当者制の職業相談･職業紹介の実施
・保護観察所等への巡回相談の実施
・トライアル雇用の活用
・職場適応・定着支援の実施

・セミナー
・事業所見学会
・職場体験講習

・公共職業訓練等の受講あっせん

・身元保証システム

厚生労働省

＜出所･出院前＞

・職業講話の実施

・求職活動ガイドブックの配布

・刑務所･少年院に出向いた職業相談･職業
紹介の実施

・求人情報の提供

・刑務所に相談員が駐在（全国12施設でモ
デル実施→25施設に拡充し、本格実施）

ハローワークと保護観察所の
担当者による面接等

就労支援チーム

協力依頼

本人に係る
情報の連絡

・保護観察
・更生緊急保護

出所･出院

協力依頼

法 務 省

・協力雇用主の開拓
・刑務所等及びハローワークとの協議会
等の開催

・身元保証システムの受付
・刑務所出所者等就労奨励金の支給

・協力雇用主の開拓
・雇用情勢に応じた職業訓練の実施
・事業主への情報提供（コレワーク）

・駐在するハローワーク相談員との
協力・連携

活 用

参加あっせん

補 助

委 託
・セミナー
・事業所見学会
・職場体験講習
・試行雇用奨励金の支給
・協力雇用主等支援事業

就労支援・
情報提供

就労支援・情報提供

・委託事業の実施

裁 判 所

・保護観察付き執行猶予
・保護観察処分（少年）

○刑務所出所者等に対して、ハローワーク、刑務所等及び更生保護機関等が連携し、職業相談・紹介、協力雇用主等を対象とした求人開拓及
び試行雇用奨励金等の支給等の総合的な支援を行うことにより、その就労による自立・実現を図る（平成１８年度～)。
○平成２７年度支援対象者総数：７，６８８名（対前年度６１７人増）
○平成２７年度就職者数：２，６７５名（対前年度１４５人増）
○平成２９年度予定
・ 刑務所・少年院における就労支援を強化するため、就職支援ナビゲーターがモデル的に駐在する矯正施設を１２施設から２５施設（２３か所）
に増加させ、平成２９年度から本格的に実施する。【体制強化】就職支援ナビゲーターの増員（103人→109人）

ハ ロ ー ワ ー ク

保 護 観 察 所刑 務 所 等

事 業 実 施 団 体

刑務所出所者等就労支援事業の推進

就職
職場定着

連携・協力

平成２９年度予定額：６．３（５．５）億円

就職支援ナビゲーターの増員（103人→109人）



刑務所出所者等就労支援事業の実績の推移
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（１）対象：ハローワークの求職者 主に雇用保険受給者

（２）訓練期間：概ね３月～１年

（３）給付金：雇用保険法に基づく各種手当

（基本手当＋受講手当（500円／訓練日）＋通所手当＋寄宿手当）を支給

※訓練を受講する場合、基本手当給付日数の延長措置あり

（４）実施機関

○国（ポリテクセンター）
主にものづくり分野の高度な訓練を実施（金属加工科、住宅リフォーム技術科等）

【運営費】交付金

○都道府県（職業能力開発校）
地域の実情に応じた多様な訓練を実施（木工科、自動車整備科等）

【運営費】交付金＋都道府県費

○民間教育訓練機関等（都道府県からの委託訓練）
事務系、介護系、情報系等モデルカリキュラムなどによる簡易な訓練を実施

【運営費】委託費：標準上限6万円／人月

※一部コースにおいて、訓練修了者の就職率に応じて委託費の額に差を設

け、就職へのインセンティブを高めている（5万円～7万円／人月）
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（１）対象：在職労働者（有料）

（２）訓練期間：概ね2日～5日

（３）実施機関：○国（ポリテクセンター） 【運営費】交付金

○都道府県 【運営費】交付金＋都道府県費

（１）対象：高等学校卒業者等（有料）

（２）訓練期間：1年又は2年

（３）実施機関：○国（ポリテクカレッジ） 【運営費】交付金

○都道府県 【運営費】交付金＋都道府県費

学
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公共職業訓練 求職者支援訓練

（３）給付金：職業訓練受講給付金

（月10万円＋交通費（所定の額））の支給

※本人収入が月８万円以下等、一定の要件を満たす場合

（４）実施機関

○民間教育訓練機関等（訓練コースごとに厚生労働大臣が認定）

【運営費】訓練実施機関に対する奨励金

＜実践コース＞訓練修了者の就職率に応じて奨励金の額に差を設け、

就職へのインセンティブを高めている（5万円～7万円／人月）

＜基礎コース＞受講者数に応じた定額制（6万円／人月）

実践コースの主な訓練コース

・ 介護系（介護福祉サービス科等）

・ 情報系（Webクリエイター養成科等）

・ 医療事務系（医療・調剤事務科等）等

（１）対象：ハローワークの求職者 主に雇用保険を受給できない方

（２）訓練期間： ２～６か月

平成27年度
公共職業訓練実績

（確定値）

合計 国（ポリテクセンター等） 都道府県

受講者
数（人）

就職
率

受講者
数（人）

就職率
受講者数

（人）
就職率

離職者訓練 127,807 － 29,716 － 98,091 －

うち施設内 37,829 85.7% 28,838 87.2% 8,991 81.9%

うち委託 89,978 75.0% 878 83.6% 89,100 74.9%

在職者訓練 107,604 - 56,873 - 50,731 -

学卒者訓練 17,877 96.8% 5,655 99.3% 12,222 96.1%

合計 253,288 - 92,244 - 161,044 -

平成27年度求職者支援訓練 実績 受講者数合計：40,587人
（基礎コース）11,653人 就職率：56.4％ （実践コース）28,934人 就職率：61.0％

ジョブ・カードを活用し、訓練実施機関（注：一部は職業紹介の許可を取得）とハローワークで連携して就職支援を実施。

ハロートレーニング（公共職業訓練・求職者支援訓練）の全体像
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